
81 漁業金融・漁協経営対策
【１，７６５（１，８３３）百万円】

対策のポイント
・設備投資等の融資に対して金利を実質無利子化するための支援を実施します。
・保証人不要、担保は漁船等のみとする実質無担保・無保証人による融資を推進します。
・経営不振漁協の経営の改善・基盤強化を促進します。

＜背景／課題＞
・厳しい漁業経営状況が続く中、漁業者が融資を利用しやすくするとともに、意欲ある漁業者
の多様な経営発展を金融面から支援するため、利子補給等による資金借入れの際の負担軽減
（実質無利子化等）や実質無担保・無保証人による融資を推進する必要があります。

・また、漁業者の生産活動を支えるため、経営不振漁協の経営改善計画の実施を支援し、組織
再編を含む漁協の自主的な経営・事業改革を促進する必要があります。

政策目標
○認定漁業者の付加生産額の増加（２年で付加生産額６％増加の達成者割合について、
毎年70％を目指す）

○経営不振漁協数の削減（251組合（平成23年度）→166組合（平成29年度））
○繰越決算金総額の削減（375億円（平成19年度）→195億円（平成29年度））

＜主な内容＞
１．漁船・養殖施設整備等利子助成事業 ３０４（３７７）百万円

認定漁業者が漁船の建造や養殖施設等の取得等のために漁業近代化資金、日本政策金融公
庫資金等を借り入れる際に利子助成（最大２％）を行うことにより、これらの資金の実質無
利子化を図ります。

融資枠：70(66)億円
補助率：定額

事業実施主体：全国漁業協同組合連合会

２．無担保・無保証人型の融資の推進
（１）無保証人型漁業融資促進事業 ５２２（５３５）百万円

保証人を不要とし、担保は漁業関係資産（漁船等）以外は新たに求めない保証への支援
を実施し、漁業収入からのみ返済を求めるタイプの融資を推進します。

保証枠：292(292)億円
補助率：定額、１／２、２／５、１／３

事業実施主体：漁業信用基金協会、（独）農林漁業信用基金

（２）漁業経営改善支援資金融資推進事業 １７０（１６０）百万円
認定漁業者に対する漁業経営改善支援資金について、保証人を不要とし、担保は融資対

象（漁船等）のみとする融資の推進のため、漁業者のニーズを踏まえ融資枠を拡大し、必
要な額を出資します。

融資枠：70(58)億円
補助率：定額

事業実施主体：(株)日本政策金融公庫

３．漁協経営改善推進事業 ３２８（３０２）百万円
東日本大震災の影響や資産自己査定の導入等により漁協を巡る経営環境が厳しさを増して

いることから、経営不振漁協の解消のため、漁協が経営の改善・基盤強化のために借り入れ
る借換資金に対し、利子助成、保証料助成及び求償権償却経費助成を実施します。

融資枠：20(25)億円
補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：水産庁水産経営課 （０３－６７４４－２３４５）］

［平成27年度予算の概要］
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１．無保証人型漁業融資促進事業 
５２２（５３５）百万円 【保証枠 ２９２（２９２）億円】 

 

保証人を不要とし、担保は漁業関係資産（漁船等）以外は新たに求め

ない保証への支援を実施し、漁業収入からのみ返済を求めるタイプの融

資を推進するための保証を支援  
 
 
 
２．漁業経営改善支援資金融資推進事業［拡充］ 

１７０（１６０）百万円 【融資枠 ７０（５８）億円】 
 

認定漁業者に対する漁業経営改善支援資金について、保証人を不要
とし、担保は融資対象（漁船等）のみとする融資の推進のため、融資枠を
拡大し、必要な額を(株)日本政策金融公庫に出資 

＜無担保・無保証人型の融資の推進 ＞ 

 

漁協経営改善推進事業［拡充］      ３２８（３０２）百万円  【融資枠 ２０（２５）億円】 
 

経営不振漁協の解消のため、漁協が経営の改善・基盤強化のために借り入れる借換資金に対し、利子助成、保証料助成及び求
償権償却経費助成を実施 

＜漁協経営対策の推進＞ 

 

漁船・養殖施設整備等利子助成事業［拡充］     
           ３０４（３７７）百万円 

 

 認定漁業者及び自然災害による被災漁業者が漁船
の建造や施設の整備等のために漁業近代化資金、
日本政策金融公庫資金等を借り入れる際に利子助
成（最大２％）を行うことにより、これらの資金の実質
無利子化を図り、金利負担を軽減 

 
 

 ・ 無利子化期間：原則５年（漁船：10年） 
 ・ 助成対象融資枠：７０（６６）億円 
              （うち自然災害８（８）億円） 
 ・ 助成対象資金：漁業近代化資金、公庫資金 

＜無利子融資の推進 ＞ 

【平成27年度予算概算決定額 １，７６５（１，８３３）百万円】 

＜主な内容＞ 

 ○ 設備投資等の融資に対して金利を実質無利子化するための支援を実施。 
 ○ 保証人不要、担保は漁船等のみとする実質無担保・無保証人による融資を推進。 
 ○ 経営不振漁協の経営の改善・基盤強化を促進。 


